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規 則

北海道職員倫理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道職員倫理規則の一部を改正する規則
北海道職員倫理規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第７条第１項第５号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「証券取引所」を「金融

商品取引所」に、「第 条第１項」を「第 条の 第１項」に改める。
附 則

この規則は、平成 年９月 日から施行する。

告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第５項の規定により、鷹栖町鷹栖西地区
の換地計画の変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道上川支庁に備え置いて、平成 年９月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。

なお、この変更計画については、同条第４項において準用する同法第 条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同法第 条の２第４項において準用する同法第 条第７項の規定による決定に不服

がある者は、同法第 条の２第４項において準用する同法第 条第 項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第９項の規定により、鷹栖町中央地区の
換地処分をした。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

平成 年北海道告示第 号（北海道の指定金融機関及び収納代理金融機関）の一部を次
のように改正し、平成 年 月１日から施行する。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 収納代理金融機関（日本郵政公社を除く。）の項中「（日本郵政公社を除く。）」を削
り、「株式会社 あ お ぞ ら 銀 行 同 同 同」を
「株式会社 あ お ぞ ら 銀 行 同 同 同
株式会社 ゆ う ち ょ 銀 行 東 京 都 国内に所在する店舗 同

（ゆうちょ銀行指定
様式による収納につ
いては国内、指定様
式以外の様式による
収納については道内
に所在する店舗で取
り扱うものとする。） 同」

に、

「商 工 組 合 中 央 金 庫 東 京 都 同 同」を
「商 工 組 合 中 央 金 庫 同 道内に所在する店舗 同」に改め
る。
３ 収納代理金融機関（日本郵政公社に限る。）の項を削る。
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道選挙管理委員会告示

北海道選挙管理委員会告示第 号

政治資金規正法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定に基づき、同法第 条第１
項及び同法第 条第１項の規定による政治団体の収入及び支出に関する報告書の要旨を別冊
のとおり公表する。
その別冊は、北海道選挙管理委員会事務局及び各支所に備え置いて一般の閲覧に供する。
平成 年９月 日

北海道選挙管理委員会委員長 土 屋 良 三
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